
  寝屋川市企業版ふるさと寄附金の御案内 

 

１ 企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）について 
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２ 寄附の流れ 

 

 

 

 

 

 

☑ 寝屋川市外に本社があり、青色申告書を提出している法人が対象です。 

☑ 対象となる寄附は 10 万円以上です。 

☑ 寄附をすることの見返りとして経済的な利益を受けることは禁止されています。 

留意 
事項 

相談・お申し出 

寄附 

税申告の手続 

①企業様のご意向に沿って、寄附対象事業の決定を行います。

寄附担当とご相談いただき、寄附金申出書をご提出下さい。 

②寄附を払い込み頂くための納付書を郵送致します。 

※銀行口座振込も可能です。 

企業様 

寝屋川市 

企業様 

④受領証を発行します。 

⑤受領証を使用し、税務署での税申告のお手続きをお願いします。 

寝屋川市 

企業様 

③寄附の払い込みをお願いします。 

 実質負担 『約１割』 、約９割に相当する税額が軽減！ 

損金算入 
約３割 

  寝屋川市が行うプロジェクト（国が認定した地方創生の取組）に対する市外の企

業様からの寄附について、法人関係税が控除される制度です。 

 

 

税額控除 

最大約６割 

企業負担 

約１割 

寄附額の最大約９割の軽減効果 

法人事業税 ２割 

法人住民税＋法人税 ４割 国税＋地方税 

  
通常の寄附 企業版ふるさと納税を活用した寄附 

 社会貢献による企業様のイメージアップ！ 

市のホームページや広報誌などで企業様のご紹介や PRを致します。 

寄附金額に応じて、ベネフィットを提供いたします。 

その他、寝屋川市との連携など新たなビジネスチャンス

の可能性もございます。 

 
寝屋川市 経営企画部 企画四課 

 ◆ TEL：072-813-1157 

◆ メール：kikaku04@city.neyagawa.osaka.jp 

寄附のお申し出 

お問い合わせ 


